
 

 

- 1 - 

 

令和９年度神奈川県立海洋科学高等学校専攻科の入学者の募集及び選抜要綱 

 令和９年度の神奈川県立海洋科学高等学校専攻科(以下「専攻科」という｡)の入学者の募

集及び選抜は、この要綱の定めるところによる。  

１ 募集定員  

学 科 募 集 定 員 

航海科 10人 

機関科 10人 

無線技術科  10人 

２ 志願資格  

  専攻科への入学を志願しようとする者 (以下「志願者」という｡)は、次表の左欄に掲げ

る学科の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる志願資格に該当する者とする。  

学 科 志 願 資 格 

航海科 次の１から３までの全てに該当する者  

１ 水産・海洋系高等学校を卒業した者又は令和９年３月31日までにこれ

らの高等学校を卒業する見込みの者  

２ 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 (以下「規則」という。)に規

定する航海に関する科目、運用に関する科目及び法規に関する科目につ

いて合計 17単位以上を修得した者又は令和９年３月 31日までにこれら

の科目について合計17単位以上を修得する見込みの者  

３  総トン数 300トン以上で出港地又は寄港地から 2,000海里以遠の区域

で従業する実習船でかつ国土交通大臣が適当と認める練習船による乗

船履歴を２月以上有する者又は令和９年３月 31日までにこれを有する

こととなる見込みの者  

機関科 

 

 

 

 

次の１から３までの全てに該当する者  

１ 水産・海洋系高等学校を卒業した者又は令和９年３月31日までにこれ

らの高等学校を卒業する見込みの者  

２  規則に規定する機関に関する科目及び執務一般に関する科目につい

て合計 17単位以上を修得した者又は令和９年３月 31日までにこれらの

科目について合計17単位以上を修得する見込みの者  

３  総トン数 300トン以上で出港地又は寄港地から 2,000海里以遠の区域

で従業する実習船でかつ国土交通大臣が適当と認める練習船による乗

船履歴を２月以上有する者又は令和９年３月 31日までにこれを有する

こととなる見込みの者  

無線技術科  次の１から３までのいずれかに該当する者  

１  高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は令和９年３月 31日

までにこれらの学校を卒業する見込みの者  

２  通常の課程による 12年の学校教育を修了した者又は令和９年３月 31

日までに修了する見込みの者  

３ 学校教育法施行規則第 150条の規定により、高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認められる者又は令和９年３月 31日までにこ

れに該当する見込みの者  
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３ 募集期間及び受付時間  

募 集 期 間 受 付 時 間  

令和８年10月14日(水)から 

10月16日(金)まで 

午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時ま

で 

ただし、令和８年10月16日(金)は午前９時から正午ま

で 

４ 志願手続  

  志願者は、入学検定料を納付した上、神奈川県立海洋科学高等学校の校長 (以下「校長」

という。)に次の⑴から⑹までに掲げる書類を提出するものとする。ただし、令和９年３

月 31 日までに神奈川県立海洋科学高等学校 (以下「海洋科学高校」という。)を卒業する

見込みの者については、⑵、⑷、⑸及び⑹に掲げる書類の提出を省略することができる。 

 ⑴ 入学願書  

 ⑵ 出身高等学校若しくは出身中等教育学校の卒業証明書若しくは卒業見込証明書、12

年の学校教育の修了証明書若しくは修了見込証明書又は高等学校を卒業した者と同等

以上の学力があることを証明する書類 (高等学校卒業程度認定試験の「合格(見込)成

績証明書」等 ) 

 ⑶ 調査書 

 ⑷ 健康診断に関する証明書(公立病院、保健所又は学校医により、令和８年 10 月１日

以降に作成されたもの。診断の項目については、校長が別に定める。 ) 

 ⑸ 乗船履歴を証明する書類(無線技術科への志願を除く。) 

 ⑹ 写真１枚(大きさ 縦4.0センチメートル×横3.0センチメートル) 

５ 選抜の方法  

  校長は、選抜のための学力検査 (以下「学力検査」という。 )の結果及び志願者から提

出された書類を総合評価して、入学者の選抜を行う。  

 ⑴ 学力検査の期日及び場所は、次表のとおりとする。  

学力検査の期日  学力検査の場所  

令和８年10月30日(金) 海洋科学高校 

 ⑵ 学力検査の科目は、次表のとおりとする。  

学 科 学 力 検 査 の 科 目 

航海科 
船舶運航 (航海)に関する科目、数学Ⅰ及び英語コミュニ

ケーションⅠの３科目 

機関科 
船舶運航 (機関)に関する科目、数学Ⅰ及び英語コミュニ

ケーションⅠの３科目  

無線技術科  
無線技術に関する科目、数学Ⅰ及び英語コミュニケーシ

ョンⅠの３科目 

備考 

※ 船舶運航(航海)に関する科目は、規則に規定する航海に関する科目、運用に関す

る科目及び法規に関する科目の内容とする。  

※ 船舶運航(機関)に関する科目は、規則に規定する機関に関する科目及び執務一般

に関する科目の内容とする。  

※ 無線技術に関する科目は、電気理論、移動体通信工学及び海洋通信技術(法規に関

する分野)の内容とする。  
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⑶ 学力検査の科目の時間割は、次表のとおりとする。  

   学科 

時間 
航海科 機関科 無線技術科  

９:20～ 

10:10 

船舶運航(航海)に 

関する科目  

船舶運航(機関)に 

関する科目  

無線技術に  

関する科目  

10:25～ 

11:15 
数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 

11:30～ 

12:20 

英語コミュニケーショ

ンⅠ 

英語コミュニケーショ

ンⅠ 

英語コミュニケーショ

ンⅠ 

６ 合格者の発表  

  合格者の発表の日時及び場所は、次表のとおりとする。  

発 表 の 日 時 発表の場所  

令和８年11月16日(月)午前10時 海洋科学高校 

７ 二次募集  

  学力検査の結果及び志願者から提出された書類を総合評価して、入学者の選抜を行っ

た結果、合格者が入学定員に満たず、かつ、実習船の生徒定員に収容能力があり、神奈

川県教育委員会教育長 (以下「教育長」という。)が必要と認める場合に、二次募集を行

う。 

なお、二次募集の募集期間、検査の期日及び合格者の発表の期日は、令和９年度の神

奈川県立の高等学校の入学者の募集及び選抜要綱の共通選抜の日程に準じる。  

８ 入学の許可 

⑴   入学の許可は、合格者に校長が合格通知書を交付することによって行う。 

 ⑵ 校長は、志願又は学力検査に際して不正行為又は妨害行為のあった者に対しては、

入学を許可しないものとし、入学の許可後に不正行為又は妨害行為が判明した者に対

しては、入学の許可を取り消すものとする。 

９ 入学手続  

 ⑴ 合格通知書の交付を受けた合格者は、指定された期日までに教育長が別に定める手

続をしなければならない。  

 ⑵ 校長は、前記⑴の手続を行わない者に対しては、入学の許可を取り消すことができ

る。 

10 教育長への委任  

  この要綱に定めるもののほか、専攻科の入学者の募集及び選抜に関し必要な事項は、

教育長が別に定める。  


